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まえがき 
 

一般社団法人電波産業会は、無線機器製造者、電気通信事業者、放送機器製造者、放送事業者及

び利用者の参加を得て、各種の電波利用システムに関する無線設備の標準的な仕様等の基本的な要

件を「標準規格」として策定している。 

「標準規格」は、周波数の有効利用及び他の利用者との混信の回避を図る目的から定められる国

の技術基準と、併せて無線設備、放送設備の適性品質、互換性の確保等、無線機器製造者、電気通

信事業者、放送機器製造者、放送事業者及び利用者の利便を図る目的から策定される民間の任意基

準を取りまとめて策定される民間の規格である。 

 
本標準規格は、DSRC 技術を用いた多用で多彩なサービスを提供するために、｢狭域通信(DSRC：

Dedicated Short-Range Communication)システム標準規格 ARIB STD-T75｣と｢狭域通信(DSRC）

アプリケーションサブレイヤ標準規格 ARIB STD-T88｣で規定する非 IP 系の DSRC プロトコルス

タックに複数のアプリケーションを提供するための｢狭域通信(DSRC)基本アプリケーションイン

タフェース｣について策定されたもので、策定段階における公正性及び透明性を確保するため、内外

無差別に広く無線機器製造者、電気通信事業者、放送機器製造者、放送事業者及び利用者等の利害

関係者の参加を得た当会の規格会議の総意により策定されたものである。 

本条準規格で規定されている範囲は、通信を行うために必要最小限の規格を定めたものであるが、

本標準規格の実際の利用にあたっては、DSRC システムを構築する事業者が、本標準規格を逸脱す

ることなく独自に定めることが可能な規定および規格値等を併せて利用することが必要である。 

 
本標準規格が、無線機器製造者、電気通信事業者、放送機器製造者、放送事業者、利用者等に積

極的に活用されることを希望する。 

 
注意： 

本標準規格では、本標準規格に係る必須の工業所有権に関して特別の記述は行われていないが、

当該必須の工業所有権の権利所有者は、「本標準規格に係る工業所有権である別表１及び別表 2 に

掲げる権利は、別表１及び別表 2 に掲げる者の保有するところのものであるが、本標準規格を使用

する者に対し、別表１の場合には一切の権利主張をせず、無条件で当該別表 1 に掲げる権利の実施

を許諾し、別表 2 の場合には適切な条件の下に、非排他的かつ無差別に当該別表 2 に掲げる権利の

実施を許諾する。ただし、本標準規格を使用する者が本標準規格で規定する内容の全部又は一部が

対象となる必須の工業所有権を所有し、かつ、その権利を主張した場合、その者についてはこの限

りではない。」旨表明している。 
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別表 

（第二号選択） 

特許出願人 発明の名称 出願番号等 備考 

三菱電機株式会社 移動体通信端末 特願 2012-000170 

（特開 2012-110004 *1） 
 

三菱電機株式会社 基地局装置および狭域通信システム 特願 2012-098836 

（特開 2012-155749 *1） 
 

注＊１：優先権主張番号 特願 2004-99862 

    優先日     平成 16 年 3 月 30 日 
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◆ 第１章から第 3 章までは、規定と規格を記述している。 

◆ 第 4 章は、本書の理解を助けるための基本的な用語等を解説している。 

◆ 付属資料は、第 1 章から第 3 章までの規定・規格に対して、理解を助ける

ために記述している。付属資料の記述事項は、規定・規格と同等の効力が有

る。 

  【参考】：参考事項(informative)であることを示す。 

本書の記述方法について 
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